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は
、
前
述
l
た
法
令
改
よ
け
を
本
何
い
は
出
川
と
協
長
ず
る
た
め
に
、

)， 
'叫

f¥  
、ノ

年
ー
へ
刀
一
七
日
に
む
ほ
品
煎
参
事

1
x
の

東
京
山
張
を
命
じ
た

日
午
、
げ
月
一

U
、
石
一
不
幸
手
{
円
三
の
電
誠
で
は
、
「
ヘ
リ
川
地
方
税
明
H
H
M
ヤ
ハ
条
中
弁
務
者
責
弓
地
々
庁
賢
一
)

植民地(i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

改
ム
」
と

iyつ
ム
ー
と
、
一
地
方
税
絞
済
一
一
民
ス
ル
則
烹
ノ
処
分
二
関
ス
ル
律
ム
J
h
q
人
ノ
件
ハ
法
制

H
T
協
議
司
定
メ
タ
ル
士
二
一
日
中
一
一

地
報
ス
」
と
い
う
~
~
と
が
記
さ
れ
ご
V

7

G

一
地
方
税
計
消
ニ
阿
南
ス
ル
則
芹
/
処
分
土
問
λ
ル
宰
令
安
」
と
い
う
の
は
、
総
督
出
が
同

一
ー
ー
に
作
成
ー
に
~
律
令
交
」
斗
誌
で
あ
る
v

p

」
の
律
人
一
下
史
工
業
は
律
令
松
」
レ
二
坪
由
吉
」
か
、
之
内
成
さ
れ
る

の
修
?
に
は
原
ず
へ
の
ま
ま
、
以
下
慌
に
)

3

年

ん

片

川
引
胤
丈
中

律
ノ
下
校

日
判
叫
ん
打
は
い
一
幽
ノ

U
Z同
社
品
川
分
台
二
涼
j
地
+h
リ
税
持
法
一
属
ス
ル
ぽ
虚
/
処
分
ニ
持
ス
ル
什

地
h

凡
打
は
ね
い
画
ノ
時
南
校
前
科
ヘ
バ
ヘ
U
-

依

J凶
μJ
万
杭
経
消
二
属
ス
ル
川
1
4

蛍
/
処
分
対
ソ
要
ス
ル
ト
ふ
ハ
台
湾
総
背
ー
ノ
~
月
ノ
疋
ム

、九
3

、

イノ一
J

ノ

ノ
ロ
い
ヨ
汀

J

よ↓
7
r
υ

岨ノ
f
ス

rf 
山
寺す

現
内
ノ
同
県
庁
ハ
r
け
ユ
ノ
地
力
仰
い
経
済
7
合
ム
極
ノ
財
団
ヶ
リ
政
}
其
同
画
ヲ
山
間
宮
元
合
ス
凡
場
汗
ニ
汁
リ
む
地
f

刀
悦
縦
一
昨
二
高
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ス
ル
叫
阿
佐
ノ
込
ヘ
刀
守
安
ス
ル
ュ
ー
之
7

〆
ニ
悶
~
ン
子
ム
ド
タ
旧
制
川
守
ノ
制
疋
テ
キ
7
M
m

ア
京
一
一
作
人
日
q
J疋
ム
ル
ノ
ヴ
ゐ
嬰
7
リ
是
ン
本
松
宮
明
九

出
ス
ル
所
以
ナ
j

品川
h
A
U
J
R
切
の
改
正
に
よ
り
「
県
庁
ハ
判
一
ノ
心
地
一
刀
税
将
済
ヲ
i

h

ム

重
ノ
パ
沼
南
一
が
さ
首
分
行
す
る
均
台
、
そ
の
同
心
持
経
治

に

M
7る
は
丘
の
取
り
扱
い
L

公
い
、
つ
ず
べ
き
か
と
い
ろ
M
4
同
砲
に
対

L
亡、

そ
れ
を
一
可
べ
て
総
督
問
に
一
川
的

k
u
m刊
さ
せ
る
ご
い
、
つ
の

カ
総
L
F
片
山
川
律
ム
j

業
の
凶
答
で
あ
っ
た
。

こ
の
芹
令
業
げ
一
つ
い
て
、

ィ、

川川〆干

r
u
月
二
円
、

や
一
頃
心
、
ー
地

h
m経
許
ニ

J

杭
ス
ル
則
古
川
ノ
処
分
一

mm
ス
ル
律
令
主
ノ
件

fご必

#U 要

し λ
ヲ炉事 l 

同
，~ 

報

あ

主f
'i-J 
案

内

、F

み

孔

月

ア
レ
平

ぺ
し
め
る
こ
と
を
絞
)
防
新
ヰ
氏
以
民
一
J

一寸

一
日
の
一
等
令
按
」

l
y

は
ば
同
一
で
あ
り
、
二
、
~
か
ら
総
枠
山
川
が

起
芋
?
に
律
令
山
菜
が
本
閃
政
府
に
認
め
ら
れ
た
こ
L

ふ
γ
わ
か
ふ

3

そ
の
後
、
こ
の
律
令
ぐ
ん
が
阿
ら

円

円
、
叶
令
以
前
川
三
ワ
ト
y
-
ν

て
制
一
に
公
布
三

ι
1
3
こ
れ
に
よ
口
、
「
地
ト
々
税
引
仏
却
を
、
古
湾
総
告
に
帰
属
一
J

一、
ν

め
、
与
は
六
一
各
庁
を
中
位
と
す
る
、
地
f
y
J

松
戸
7
1

経
仰
の
制
烹
は

L

L

た
の
バ

Zめ
ム

匂

L
Lヂ
ス
ム
門
め
の
い
ι
方
税
訓
AQ
じ
回
す
る
は
汁
支
持
は

F

」
れ
に
y
ど
王
、
し
り
な
か
っ
た

U

、9

和

YF{日
長
宛
の
一
昆
相
川
に
は
以
下
円
よ
う
な
一
節
が
ト
ノ
ム
れ
る
コ

(、月

4
U
什
山
の
絞
蒸
民
攻
長
日
?
か
ら
打
パ
嫁

(
地
点
税
収
制
消
一
属
ヘ
バ
は
声
処
分
二
捌
ス
ル
μ
い人一
μ
ノ
件
)
E
h
u
ノ
岳
リ
一
一
ス
ル
ト
ま
ハ
今
日
戸
改
正
ノ
舷
ノ
区
司
ヲ
地
点
税
符

済
区
域
、
!
ス
ル
ヘ
i

セ
ハ
地
租
均
出
似
営
業
税
一
ホ
税
ヲ
一
判
悦
↓
一
縞
人
ス
ル
作
台
、
!
同
町
ニ
ア
一
フ
L
T
V

レ
ハ
討
此
?
一
之
支
ア
リ
止
/
為
符

一
や
コ
尽
ヲ
山
lH
ピ
、
ン
メ
タ
ル
一
一
斗
リ
ー
口
ノ
関
係
ヲ
円
{
円
寸
リ
紘
取
ラ
レ
市
内
再
考
ヲ
望
ム
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こ
の
援
誌
は
、

ヒ内ヂ
J

に
律
令
投
一
こ
異
f
d
り、

二
日
庁
の
地
ん
/
行
政

M
E
Jヤ
ち
っ
て
地
1
J
引
経
治
同
域
ド
L

J

A

と
す
る
訂
以
，

の
刻
ω
ほ
構
旧
、
や
一
示
す
も
の
と
も
読
み
収
れ
る
{
十
勺
阪
の
提
案
に
い
汁
り
し
て
J

札
口
誌
は
、
「
仕
手
間
ぬ
か
抗
日
コ
業
税
ぷ
税
ヲ
ヨ
税
ニ
雨
入
ス
ル
律

に判明
dt
し
な
け
れ
ば
民
政
!
長
十
4

7

j

J

一
と
述
べ
て
一
氏
汁

L
た
の
で
あ
る
〉
肋
ト
勺
抑
制
度
の
あ
り
万
Jγ

仰
ぐ
一
ハ
て
ア
川
誠

初
)

と
百
見

E
R
に
す
る
校
世
間
は
、
」
勺
↓
抵
の
説
得
を
試
み
る
た
め
に
、
口
尼
舜
リ
川
総
吋
H

刊
一
山
川
政
付
税
痔
課

i
を
市
早
尽
じ
出
張
さ
せ
た

一丸一

J
J

ハ

〉

巳
J
-

じ
い
い
い
、
出
時
税
務
同
長

hr
ら
の
屯
相
叫
が
後
藤
[r
誌
は
長
官
に
屈
け
り
れ
た
り
そ
の
け
取
初
に
紅
白
ノ
お
お

h
家
長
出
席
ノ
仁
よ

/¥  

ド

ト
lμj 
H守

時
J

パ
総
白
封
筒
υlr
フ
ル
と
い
う
こ

k
が
渋
川
U

さ
れ
た
ハ
一
川
向
告
す
べ
き
こ
と
は
、
児
玉
総
督
子
役
必
の
考
え
を
珪
ほ
し
士
山
…
て
あ
品
。

そ
し
て
、
肯
定
悦
段
課
長
弘
、
地
ん
院
規
則
巾
第
六
条
の
字
句
一
修
止
ー
と
、
地
方
税
経
済
の
笹

J

引
を
人
リ
バ
総
晋
一
委
ね
る
律
令
案
が
「
品

植民地(i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

行
中
」
と
沖
べ
た
ト
で
、
今
後
の
M
m
M
税
経
治
の
制
度
見
怨
徒
一
次
の
よ
う
に
r
下
し
た

一
じ
制
捻
つ
伶
第
一
被
1
h

ン
一
寸
{
口
汚
へ
で
一
同
ヲ
区
域
ト
ス
ル
コ
人
て
努
立
て
ン
凶
過
で
ザ
レ
、
第
日
以

l
y
r悶
庫
補
助
ん
士
一
一
γ

ヲ
嗣
和
ス
ル
つ
ト
ト
ン
史

ijj;
ハt

p
-
f
v
~

一一一
r
川円

策
ト
シ
テ
付
税
一
義
一
一
必
三
七
一
フ

ν
ン
コ
ト
v

決
ス

一
川
尾
は
一
ワ
の
案
を
町
出
品
し
て
い
h

J

C

ま
ず
、
品
枯
れ
U
J

削
古
だ
い
J

与
え
て
い
る
の
は
、
治

宝
山
内

「
人
川
A治
九

白

凶

訂

ノ

三

成

ご

す

)ο

来
で
あ
る
一

J

こ
れ
は
前
述

L
た
総
督
出

1

作
〈
l

誌
一
を
川
町
安

γ「
」
も
の
て
あ
F

句
、
そ

u
f
¥
節
案
が
読
め
り
れ
な
い
場
合
、
当
然
現

ノ
れ
の
心
行
が
的
方
税
の
l
L

九
件
、
ど
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ぺ

そ
の
場
合
、
宮
尾
は
次
の
二
泊
り
の
宗
一
J
J
N
Z
U
良
し
て
い
た

υ

ム

T
な
わ
ら
、
第

r
J
Hが
地
方
山
惜
の
、
土
体
し
に
な
る
場
台
、

出
庫
補
助
金
で
凶
品
川
対
政
の
ゐ
足
を
怖
い
つ
つ
、
第
=

J
ネ
は
、
昌
司
度
か
ら
ム
打
出

長
は

の
地

h
m別
段
は
す
べ
て
一
冨
税
卓
説

r
u
L

行
お
う
と

L
た
も
の
ワ
あ
る

以
の
分
析
か
ら
、
総
当
咋
の
仙
川
ハ
バ
似
規
回
日

F

以
花
ト
い
問
問
す

漬
い
け
あ
っ
た
こ

μ
が
判
釈
す
る
す
な
わ
ん
、
内
バ
ん
l
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出

，" i 

為

つ
め
地
Eh
税
反
民
に
す
る
か
、

こ
J
う
一
ゴ
ム
忍
け
ノ
一
J
凶
川
1

芝
草

{

j

J

J

i

i

J

f

 

そ
れ
こ
も
ハ
ノ
庁
の
一
行
政
同
一
川
を
も
う
て
迫
方
川
町
一
同
一
域
じ
す
る
か
、

想
が
存
比
二
、
い
た
の
て
あ
る

、
山
昔
を
支
計
，
し
た
の
は
採
ρ
苧
で
お
リ
、
役
者
を
支
局
し
た
の
は
石
塚
で
あ
っ
た

J

事

古
川
ハ
リ

の
四
巨
の
改
d
吋
則
一
~
あ
一
ハ
た
J

そ

一一寸は、

台
湾
稔
松
戸
に
委
任
以
法
権
を
リ
え
た

八
六
ハ
刊
J

加
/
「
の

「
ト
ハ
二
「

ν
一

の
と
め
、

ur山
十
川
町
音
、
後
即
席
民
政
長
官
り
が
巾
円
高
夫
ド
ト
出
咋
ず
る
九
ほ
ん
汀
安
員
三
て
束
尽
に
出
張
し
て
い

二
、
つ
し
た
な
か
、
総

村
山
内
は
什
一
言
統

3
地
方
税
煽
引
の
改
正
L

に
胡
す
る
泊
、
討
を
?
っ
一
亡
い
た
。

h 

日
か
ら
人
什
湾
総
否
問
叫
が
地
方
E
A
{「
i

会
長
を
開
催

L
hん
ハ
児
玉
総
督
と
後
小
脇
田
山
政
λ

占
は
と
も
に
古
川
以
山
被
で

可

あ
と
た
め
、

ム
塚
山
A
O
ド巾r
v
u
t
が
訓
一
め
や
れ

J

た
し
地
川
以
似
祝
日
パ
の
問
題
に
関
し
て
わ
認
は
、

ー
門
口
市
改
正
の
U
山
県
は
年
皮
の

て
区
域
の
変
反
を
ふ
や
せ

L
T
以

74(則
烹
処
方
」
仁
つ
い
て
は
、

作
年
律
令
お

凶
ヨ
に
北
川
美
一
」
地
方
税
以
札
d
山
口
比
和
す
る
則
烹
の
ム
i
部

を
じ
総
督
山
川
に
収
果
的
地
方
費
予
算
は
泡
当
に
之
を
一
行
は
陣
内
に
割
当
て
捻
行
」
し
た
と
述
べ
ん
与
え
、
次
の
よ
入
J
Y

一
指
崎
し
仁
い

二
ト
ハ
メ
乏
い
い
於
て
地
方
祉
の
収
マ
一
下
古
川
み
ん
ね
苦
悩
川
に
於
で
調
整
す
る
こ
と
と
為

J

た
る
は
皿
下
見
…
酬
は
の
際
に
M
U
す一。

経
の
似

法
に
じ
て
。
将
川
人
呆

L
て
W
M川
な
る
ん
法
を
政
る
べ
き
か
は
湖
岸
出
に
民
し
平
だ
之
を
明
マ
ハ
す
る
こ

2

一
「
啄
の

A
一
不
か
ム
は
次
の

け
い
が
明
ら
か
と

77ぬ
こ
第
一
に
は

品川り
{Cd巨
川
改
d
に
対
応
し
て
「
出
方
税
の
収
支
f
M
H
一
は

託
料
同
礼
に
取
集
め
山
方
崎
h
J
h
f

日
は
迫
当
に
之
呑
一
24庁
間
に
説
当
て
施
行

す
む
こ
レ
じ
な
っ
九
一
h
d
、
こ
の
刀
法
が
あ
く
ま
じ

1

過
波

; 1';' 

の
「
便
法
で
あ
っ
た
、
「
石
塚
が
考
え
て
い
た
こ
し
k

て
あ
る
口
約

子
一
ト
J

明、

h
l
t
 

現
品
川
紅
白
問
が
品
川
方
怜
経
涜
に
明
宇
る

行
J
J

て
い
た
こ
と
と
あ
る

実
は
、
石
誌
は
、

九f
同
ノ
剛
力
百
九
式
設
}
ド
け
取
れ
ノ
方
針
日
7

一七
J

笠
ん
ノ
必
甲
1
7
り
ト
官
与
す
る
た
め
、

米
一
づ
財
荷

一一月

C
U
、
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局
長
ヨ
日
ノ
羊
古
川
/
タ
ル
二
ト
六
年
夜
以
降
地
ん
L

司
会
計
ニ
悶
ス
ル
件
ハ
如
何
十
ノ
刊
ノ
ン
ャ
ュ
ぃ
、
ぺ
電
同
を
L
l

京
…
干
の
後
藤
民
政
長
日
に

1
1
4
1
~
1
 

4
J
〈
し

さ
ら
に
む
阪
は
司
リ
以
「
の
よ
う

お
品
川
町
長
ー
か
う
怜
~
が
れ
た
改
H
案
」
対
す
る
ヘ
KH咲
の
方
門
い
ん
を
よ
《
め
た
も
の
で
あ
る

な内一
μ
1
4
円
定
限
を
干
っ

地
刀
州
会

μ

ニ」
T

U

か
電
報
ン
タ
ル
刷
出
向
中
小
一
一
打
戸
亦
ス

=

l

九
可
度
ニ
於
一
ア
地
方
ね
魚
首
ノ
調
製
弓
ノ
地
方
E
A
{「
i
q
A

リ
総
わ
け
前
川
一
一
収
メ
ル
コ

i

ヲ
混
ル
物
論
f
リ
地
方
悦
ノ
お

-:μ
一フ総弘司

νJ 
/ 

T
一条
P
A

ア
之
ヲ
収
支
え
ん
ハ
恨
メ
テ
ね
杭
プ
ル
コ
品
川
抑
制
↑
タ
炉
問
力
ナ
ラ
ス
安
行
ヲ
児
ル
コ
J

極
メ
フ
凶
新
T

一7ノ
〆
財

植民地(i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

一円心吋
hv
応
ハ
忠
弘
一
川
一
モ
克
明
叩
一
そ
不
出
へ
ノ
最
モ
則
的
干
丸
山
茶

L
E
4
ス

ム
川
塚
は
、
地
方
日
仰
の
R
E
坪
を
総
督
府
ノ
一
一
一
笑
メ
一
フ
之
ヲ
収
支
」
オ
る
こ
と
は
大
企
便
利
で
は
あ
る
が
、
一
条
浬
品
タ
稔
刀

J

ラ
ス
」
で
あ
る
と
、
二
一
財
f

叫
ド
J
A
」
に
つ
い
て
一
不
都
合
」
が
ハ
〆
な
く
「
良
字
、
」
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
を
い
限
蒋
に
一
小

ν

た
に
い

に↑
9
7
Q

一
℃
仁
は
日
討
し
て
い
F
C

そ
し
て
、

お
ノ

手|

ー
み
し
た
石
塚
の

ほ
は
台
湾
を
一
つ
の

大
仏
二
一
フ
平
一
寸
長
二
示
、
J

F

甫
カ
サ
シ
ハ
幻
巧
人
民
二
日
必
ス
ル
庁
五
ノ
立
場
開
、
ル
士
川
、
〆
キ

F
情
一
も
あ
り
、

ニ
ハ
4

一F
J
U
ヨ
1
ノ十川ノ

事
情
7
4ハ
倣
七
-
ノ
宇
津
カ
ニ
来
ノ
大
村
)
一
一
J
仏中日
UIH47
ル
保
持
ニ
前
配
慮
ヲ
5

7
一
と
後
志
に
渋
お
し
#

石
川
叩
は
、

1
r
U

務
局
案

が
A
E
剤
約
で
あ
る
と
句
研
し
、
そ
れ
を
後
日
誌
に
進
汗
し
た
の
刊
あ
る
。

ー
(
地
!
力
協
)

品
別
ハ
偽
一
長
ノ
述
内
ニ
耐
マ
十
一
、
リ
タ
凡

と
し

「
ι
尾
ヨ
ワ
「
民
政
長
{
口

し
か

同
b
L
M
W
V
符
は

け
叶

J
H
J

V
l
/
l
d
1
 

主
出
ヤ
ノ
ル
在
ニ
テ
一
円
斗
二
ブ
ハ
I
J
地
一
一
一
ノ
提
山
ス
ヘ

つ
ま
り
、
児
総
~
皆
が
一
第

日
子
」
を
総
ム
和
寸
前
川
内
倖
ん
J

と
h
与
に
什
電
し
七
。

改
正
宗
に
折
正
し
た
の
で
あ
る
c

ノ
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稔
哲
の
υ
守
山
一
を
そ
け
ず
人
口
~
拡
張

9iu
日
長
は

笠
民
一
応
川
氏
口
市
一
恭
ノ
プ
(
同
に
尚
一
一
ノ
た
一

四
月
七
円
に
「
地
ト
り
引
規
則
改
正
ノ
件

/
い
み
〔
回
同
を
作
成
し
、
京
古
J

「民ー一…的関

「
出
方
税
武
則
改
H
P
ノ
件
に
は
、
「
ヘ
恥
hhd
税
)
税
引
ノ
は
止
中
米
ハ
向
付
一
一
ア
擁
川
ヲ
乞
ブ
一
丹

ノ
条
士
ハ
{
円
尾
栄
ノ
沼

〆
一
記
さ
れ
て
い
る

-
ご

)!η
ら
、
「
第
一
本
は

1

芦
田
市
案
一
で
あ
っ
た
ァ
ャ
と
が
路
定
で
う
7
Q
F

行
塚
の
指
{
小
を
乏
け
た
明
洲
市
担
は
、

さ
っ
そ
く
ル

U
に
、
「
一
一
律
令
案
一
と
「
述
白
書
」
を
添
え
て
川
町
宵
と
氏
成
長
打

γ
注
目
し

す
、
油
汚
州
却
品
川
叶
改
川
の
「
坪
山
与
で
け
は
以
下
の
よ
ろ
で
あ
る
u

容
存
地
ん
ざ
'
日
航
ヲ
改
江
ン
タ
ル
結
県
/
れ
政
灰
回
狭
小
、
ヘ
i

L

ブ
リ
之
ヲ
以
ァ
地
方
杭
ノ
区
域
k

為
ス
?
?
っ
ヴ
祥

7

ヘ
之
レ
本
業
抗
山
ノ

坪
山
間
ナ
リ

/) 

Z 

の
通
け
で
あ
る

律
令
案

明
治
一

司
律
令
第
一
一
?
〕
号
台
汚
い
だ
y

力
税
提
則
?
左
ノ
r
川
一
改
止
ス

治
二
条
及
第
L
A

条
中
「
地
十
月
一
阜
hJL

一
ノ
ー
台
湾
総

UMY
ニ
必
ス

λぺ式

/j:r 

父τ;勺、

合、

JイJ
キ
ノυ

条

第
十

'f-A、

" /凡
作 ιι

JイJ

条
中
「
台
湾
沿
背
ノ
認
可
ヲ
経
一
y

ヲ
引
ル

へい
J

内
総
科
目
ハ
昨
年
度
地
点
税
弓
以

ス
ヘ
ヨ
経
費
ノ
預
同
及
地
方
椅
収
人
ノ
芳
首
ヲ

同人
T
皮
一
月
一
一
十
日
限
リ
続
税
ス
ヘ
シ

均
点
小
甘
い
外
一
一
牛
シ
タ
ル
必
事
/
曲
目
刷
用
ハ
収
支
怒
尊
ツ
丈
メ
H
吋
ニ
其
受
用
ヲ
賦
課
依
以
ス
ル
コ
ト
夕
刊
竹

ま

情_U<iL主! F.;-l r:i・1-630) 1 ;-;6υ 〆201:L111 



ん λ

f>(J 

台
湾
総
皆
ハ
顎
年
佼
仁
川
べ
一
十

R
摂
υ
好
会
計
半
何
人
川
刑
ノ
計
話
宇
一
ヲ
刺
刑
法
、
ン
決
詩
句
お
ス
八
ン

イ元三
フ命、

附
出l

大
令
ハ
明
治
三
l

五
午
度

7

一，
J

叶
よ
ヲ
施
/
わ
い
ス

こ
の
珂
由
苦
か
ら
は
、
寸
の
区
域
を
も
っ
て
地
刀
税
区
域
マ
ー
し
て
戎
り
リ
た
な
い
、
と
い
、
っ
什

i

守
一
一
心
口
立
戸
い
の
道
載
で
の
後
日
践
の

年
え
が
唯
一
花

1
3
る
。
そ
の
た
め
、
徐
令
改
正
案
の
内
存
、
た
と
え
ば
、
現
行
法
第
二
条
小
地
点
ロ
守
ハ
地
方
ノ
状
況
一
一
依
リ
ム
円
減

松
山
首
ノ
訟
付
ァ
縦
一
一
ノ
」

1
い
う
法
文
に
あ
る
「
地
バ
長
再
を
ー
台
湾
総
吾
」
に
改
め
、
一
台
湾
紅
白
ノ
認
可
」
を
削
除
ヲ
る
と
い
う

植民地(i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

改
正
ト
I

…
か
ら
凡
て
、
え

E
の
九
州
点
が
地

υ税
の
収
支
吃
コ
聞
や
す
べ
て
山
口
出
総
督
い
委
ね
る
こ
と
に
あ
っ
た
し
一
考
え
ら
れ

Z
っ
こ
れ
は
、

咋
原
容
令
状
日
一
町
内
ト
J
C
決
め
れ
二
過
川
川
内
的
」

の
一
使
?
は
」
ヰ
三
ー
ん
に
制
度
化
し
よ
う
!
?
ー
た
も
の
で
あ
る
と
い
、
ん
る
勺
ま
た
、
附
敗
↑

あ
る
よ
う
に
、
す
で

γ
二
川
治
一
十
い
れ
ι
度
」
中
に
も
ー
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
亥
が
通
過
丈
緑
台
、

JL 

n 

年
度
か
ら
捻
行
す
る
と

ν↓
一

い

け

』

ャ

r
て

1

2ぺ
一

i
ι

、
:
す

いん
L
L

ル

家
」
が
総
督
府
一

ω
却
方
税
規
則
の
待
令
改
土
案
と
1

ぷ
、
正
ょ
に
決
疋
さ
れ
る
い
v
J
μ

勺
た
た
主
ム
ア

そ
れ
で
は
、
出
述

L
た
万
塚
が
支
計
，

L
た
「
ぃ
期
務
同
永
は
ー
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
へ
か
一

一一
η
ノ
ニ
コ
亡
に
、

〈

j

l

t

干

号主

と
「
第
二
転
い
ん
残
っ
て
い
る
内
て
、
ご
れ
ら
を
少

L
後

文
類
纂
』
に
は
総
』
川
口
府
の
地
方
税
机
則
改
正
草
案
、
こ

E
わ
れ
る

1

佑

討
し
に
お
二
、
っ
。

ま
ず
、
「
第
二
系

の
表
紙
に
は
、
「
叫
ん
/
地
刀
税
悦
日
小
家
制
法
吉
主
税
ヲ
向

vm
ト
パ
J

ン
許
可
話
斡

7

地
方
税
区
域
ト
ナ
ス
ノ

五
一
と
記
さ
れ
て
い
る
。
一
郎

の踊一
U

円
は

。
け
の
什

J

比
比
山
を
も
っ
て
凶
方
税
U
円
減
1
y

三
一
ヲ
る
こ
と
と
、
そ
の
た
め
に
現
/
什

ー
い
四
種
訟
の
地
方
税
の
な
か
円
仁
、
地
引
付
加
税
と

rr純

mLh町
九
九
さ
、
ア
ふ
似
し
し
り
古
来
悦
を
匡
税
に
」
混
入
す
る
由
、
に
あ
う
た
r

ま
た
、
「
第

Y 
Q 
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一
八
九
一
八
年
施
行
の
地
方
税
川
忠
則
子
会
一
文
政

1
M
L
た
も
の
で
あ
る
に
日
ー
古
ら
「
第
二
案

は
石
!
門
市
の
い

の
叫
ん
!
~
え
や
一
み
ゐ
こ
、

う
「
出
務
局
案
一

仁
山
一
ナ
る
川
能
性
し
か
門
し
と
日
わ
れ
る
「
第
一
一
茶

の
去
一
札
に
は
、
台
汚

7
↓
抱
月
税
7
1
は
ト
斗
J

ス
ノ
案
一

主
れ
て
い
る
。
治
一
烹

ー
自
民
〕
茶
L

で

の
内
科
を
み
る
と
、
円
法
〕
た
凶
作
令
改
正
案
ど
ん
+
;
司
怖
で
あ
る
の
で
、
「
第
案
一

あ
什
た
と

ι

椛
疋
す
る
こ
と
が
と
き
る
。

以
ー
の
よ
、
つ
に
、
前
述
し
た
昨
年
か
ら
ん
日
在

L
て
い
た

活
り
の
制
度
構
恕
が
そ
れ
そ
れ
机
刊
行
町
内
部
の
争
記
1
2
し
て
ま
t
t
め
ら
れ

つれ
，~ 

必ミ

従
円
昨
・
宮
尾
が
支
持
J
q
b
一
川
市

案
」
が
花
百
出
川
の
律
令
改
正
案
と

L
C決
定
し
七

G

の
倖
令
改
正
案
は

L

J

 

r

i

、

年
の
地
力
ロ
門
門
口
市

F

日
本
に
対
花
ず
る
地
勺
悦
絞
討
を
F

口
湾
総
督
に
直
接
'
」
川
理
さ
せ
る
し
仁
い
う

科
目
守
M

的」

の
「
問
は
」
を

L
J
-

F
J
f
¥
 

主
皮
以
降
に
お
レ
て
も
引
き
続
き
存
杭
さ
せ
よ
う
と

L
た
も
の
で
あ

J
J

と

そ

れ

℃

μ
、
経
替
問
が
小
山
ヘ
長
品
性
的
な
地
主
財
政
を
企
同

Fうた
λ::;1 l中

十H
'，~ 

H 

/こ

♂〉
一?←え

に

あ
〆コ

カュ

uつ

ぜ

亡、

当
時
ん
が
音
府
事
務
占
い
の
吹
誠
人
可
が
次
の
よ
う
L

述
べ
た
こ
と
は
寄
与
一
↑

明
治
一
J

立

1
1
月
に
お
け
、
行
政
機
関
の
改
正
あ
り
て
回
目
排
務
署
の

階
殺
を
廃
し
て
史
に
庁
を
匝
く
1

3

}

/

な
れ
リ
、
其
弘
一
点

と
}
て
足
れ
ま
で
一
三
メ
一
に
ほ
ぬ
は
せ
米
リ
ル
y

，Q
山
刀
杭
を
、
新
設
の
一
庁
に
分
割
以
下
以
は
し
む
ゐ
ど
と
な
川
に
は
全
一
時
↓
技
の

行
朴
副
手
一
決
す
る
絞
貸
手
」
之
、
耳
す
る
に
ア
?
を
な
る
を
U
1
m

亡
、
へ
十
ム
一
再
を
一
川
方
税
口
い
い
同
と
じ
ヤ
ピ
総
皆
川
市
ド
川
氏
て
/
一
を
以
汲
ふ
こ
と
に
川

力
松
税
引
の
改
正
争
一
企
て
た
る

要
J
9
Q
に
、
抗
日
川
苦
守
は
、
警
察
費
も
ん
パ
め
て
一
人
一
品
交
の
行
札
却
を
叫
す
る
ほ
什
hrp
一
の
L
んPJf
一
一
不
促
が
牛
じ
な
い
よ
う
台
湾
人
十
品
を

地
力
相
川
円
域
」
と
し
て
必
ず
し
わ
の
で
あ
る

松
以
叶
ωけ
は
、
問
述

L
た
総
μ
H
凶
川
い
よ
ゐ
地
け
ぷ
円
安
の
一

川
町
な
指
揮
体
む
が
の
も
と

tて

;己
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ァー豆、

祭
賞
の
運
町
を
7

日
門
誌
に
日
削
し
さ
っ
こ
し
た
の
で
あ
る
c

ま
た
、

九
二

0
2リ
地
ト
ヶ
制
度
改
革
に
捻
わ

J

て
い
う
た
h
w
m

官
帝

{
J
務
J

口
の
uuλ
旬
一
一
一
パ
パ
は
、
台
湾
泊
古
か
ム
↓
九

一べ
J

司
ま
で
の

h
年
を
同
地
ル
品
川
川
代
一
と

L
P
う
え
で
、

建

設

の

時

代

は

世

集

持

の
以
も
也
生
な
る
防
J
t

ベ
で
あ
る

4
7
ム
コ
ホ
わ
に
於
け
る
鉄
道
史
築
港
の
光
成

専
刊
一
四
伐
の
実
行
街
ペ
i

い
刊
誌
内
一
弘
一
洋
川
斗
7

小
山
九
日
叫
ド
出
の

川悦
A

約
川
…
以
の
引

J

掛
?
と
決

E
と
あ
る
に
非
ず
乞
ば

到
底
今
日
あ
る
を
予
想

L
得
な
い

L

指
摘
し
て
い

j

f

n

ソ工、

7
1
r
uヨ
可
土

i
v
:
h
J
1
i
l
h
 
{
J
J

仏
リ
配
引
の

t
う
な
小
央
集
信
的
な
地
刀
統
治
却
也
氏
じ
対
応
す
る
M
引
で

地
方
怜
制
度
点

「
，
、
+
品
を

一
地
ら
ね
ド
減
と
児
て
松
山
口
約
に
於
て
f
J
を
取
扱
一
つ
ょ
っ
に
改
止
し
上
う
と
し
た
の
で
あ
る
の
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辛

本
日
政
府
の
議
中
心
守

江
山
一
早
で
比
べ
ん
松
山
川
H

山
川
の
律
へ
一
μ
改
1
1

奈
は
最
初
い
内
務
省
の
常
z
合
ネ
吃
り
だ
〕

八
九
人
イ
ヒ
月
二

υ
一
改
正
内
務
省
行
制
」

に
よ
れ
、
人
(
い
山
総
寄
れ
中
央
監
ぃ
立
「
庁
が
合
相
か
ら
内
情
ト
八

E
V変
史
さ
れ
た

v

役
泌
す
る
よ
、
つ
に
、

(刺ん
μ
治

ー

L
ト
:

7
プ
メ
J

実
際
山
に

審
十
¥
志
伝
υプ
〕
た
の
は
総
務
U
河
台
汚
誇

ニ
同
長
‘

ベー、中め↓
0

1

ら，

」

、~、

凶
月
一
川
河
の
夜
、
問
屋
会
予
(
円
、
古
ム
伶
藤
氏
政
長
斤
に
送
ら
れ
た
所
長
に
よ
れ
ぽ
、
「
た
河
父
捗
の
結
呆
、
内
務
ド
八
日

か
ら
「
原
市
乱
ノ
侭
提
出
七
一
ゴ

と
い
う
こ
ー
こ
と
あ
り
、

-
H
y
f
J
V
符
少
ノ
干
二
作
j
-
「
逆
行
ご
で
た
め
勺

内
務
省
亡
一
の
協
ぷ
は
順

調
ど
っ
た
よ
う
ご
あ
る

し
か
し
河
電
報

γ
は
γ

八
哉
省
か
ら
貫
一
ぷ
山
町

υ
ど
を
一
、
曳
け
た
い
い
時

f
が
庁
、
の
よ

7
L記
さ
れ
て
い
る
口

松
江
H

山
川
ニ
マ
ー
メ
ル
寸

l
}
y
士
一
ノ
ハ

mx議
「
が
コ
J
古
(
地
方
税
ヲ
総
督
府
ニ
渋
T

徴
収
ス
レ
ハ
特
別
会
訂
ノ
法
士
二
怜
歳

(
地
ト
力
税
/

ノ
主
休
ハ
ド
ア
ス
ハ
出
来
説
、
ン
ド
ノ
一
吋
ア
り
之
レ
ニ
ア
キ
松
山
口
河
川
ノ
な
見

入
)

P

ナ
ル
二
五
人
ク
律
令
一
一
-
ア
M
r
h
E
町

7
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引
一
日
ノ
一
シ
同
法
律
ト
ギ
都
合
」
キ
係
改
メ
タ
ン
ト
一
ヨ
ン
忌
7

〆り

山
川

)
I
f
u
ι
ι
必
え
リ
ヘ
ー

ヰ

J
iノ
E
1
4
4
f
d什
可

の
同
町
一
九
川
、
そ
の
山
仙
人
が
い
品
目
別
会
!
川
法
の
般
~
胤
人
一
い
当
れ

作
ム
ー
で
は
稔
皆
川
恥
を
地
ん
一
析
の
Tr

体
L
L
J
よ
け
い
疋
す
る
こ
と
が
封
転
ご
ち
の
う
と
い
う
の
が
大
哉
省
の
意
ド
ア
よ
め
む
総
行
刊
の
偉
令
改
川
家
は
、
巾
」
決
、
主
務
t
口
行
a

吋

務
有
の
審
合
を
交
け
な
け
れ
ば
な
片
な
い
が
、
関
係
省
庁
の
λ

八
時
む
と
の

bi

れ
、
叫
ん
ゆ
ら
な
カ
っ
た

専
一
立
川
、
1

八
一
札
告
の
F

日
に
つ
い

C
潟
岸
は
さ
ら
に
詳
し
い
一
一
刻
け
を
後
十
眼
目
山
政
長
ト
」
口
日
送
つ

ム
ヘ
夜
中
古
は

ζヲ

方
M
叫
」

ノ
ふ
下
惇
L
J

ア
ヌ
時
」
ほ
一
特
昨
今
一

ω法
ア
ル
以
十
ハ

~
地
川
江
悦
)
歳
入
一
七
山
台
湾
浪
人
k

ナ
ル
ヘ
キ
カ
以
ニ

地
川
川
悦

手々

ヘ
地
方
は
)
子
、
J

M

声
年
一
¥
一
総
皆
府
ニ
於
テ
干
一
一
マ
~
マ
ル
コ
K
L
L
J
ス
ゴ
山
」

を
山
市
と
な
ら
ば
、
引
叫
日
持
ム
J
J
乞
正
午
へ
の
よ

ろ
に
改
正
オ
ぺ
え
で
あ
る
と
詑
1
4
し
れ

-
M
F
、

丘一

i
条
的
十
条
第
十
条
ハ
総
首
府
改
一
μ

安八
J

泊

rLA
や
J

ゑ

F品
川

f

市
川
ハ
ル
市
川
除
ス
ノ
ナ
〆
川
別
一
戸
法
文
ヲ
市
立

7

ヘ
H
之
訂
ノ
ん
引
ン
区
年
ア
ハ
賦
課
ト
俊
批

l
其
人
ヲ
同
二
」
ス
ル
亡
、
ョ
リ

人i
却
下
八
川
ト
ノ
ル
吹
け

閉
山
刻
中
第
十
八
条
地
方
税
ハ
当
一
介
ノ
内
台
湾
総

uqJを
鍛
収
ン
得
寸
/
J一
胤
出
玲
鼻
コ
応
、
d

之
7
2汚

xr
ニ
附
以
ス

i
八
↓
岡
山
拘
の
託
呪
と
人
蔵
省
克
巳
総
担
H

市
川
の
律
令
改
日
系
ん
A

比
較
す
れ
ば
、
持
い
令
改
正
手
の

ー

μ
川
市
条
及
第
立
条
中

1

地
刀
長
古
門
』
プ

ム
μ
汚
総
背

一
一
改
ス
お
よ
び
一
川
市

条
、
第
九
条
及
第

治
台
湾
総
ロ
ノ
認
叫
ヲ
純
一
ア
一

d

ノ
剤
ル
一
を
認
め
な
い
こ
と
が
判

什

~rる
c

十
ヘ
副
首
家
は
、
現
日
中
川
仙
に
め
る
一
地
方
r
一
以
守
門
」
と
「
台
湾
総
百
」
と
の
f

え
一
百
を
残
、
す
こ
と
古
、
旬
、

、
し
庁
の
地
々
行
政
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キ
地
山
ベ
山
川
川
イ
パ
域
に
す
ゐ
も
の
で
あ
コ
ふ
7

こ
苓
ん
ら
れ
る
〕
大
蔵
告
案
は
、
別
注
し
た
UM4

ん
い
い
し
札
古
川
茶
の
「
第

立:

の
趣
旨
に
知
似
す
る

J
M

む
の
1

こ
い
、
て
し

A

士つ、
叶
叶
J

九

L
L
l
T
コ

、

九

市

J
J
J
4

一
つ
の
い
川
万
税
互
い
以
と
す
る
伊
】
管
育
改
日
本
仁
対
て
、

川出此
H

山
市
特
別
九
五
計
I
r

い
日
り
ね
ん
五
司

や
ゆ
区
別
さ
せ
工
う
こ

i

一43ω
点
に
た
ぬ
ん
ロ
案
の
悼
む
叫
叫
が
者
以
で
き
る
〉

ま
た
、
大
哉
省
茶
月
日
出
口
に
佐
す
る
こ
と
は
、
お
八
条
に
す
の
ふ
よ
う
に
、
当
分
ノ
均
一
と
い
う
浪
定
日
付
リ
で
地
寸
悦
の
収
支
管
法

千
七
鋭
的

こ
と
を
な
め
な
が
ら

M

山
村
山
川
の

ι
l

市
列
車
の
第
八
U

条
お
二
項
「
芳
九
九
日
料
一
一
生
、
ン
タ
ル
必
叫
/
資

す
る
と
い
う
修
リ
凸
d

で
あ
る
つ
ま
れ
、
〈
叫

、一ぬ

高
じ
、
現
行
法
の
第
へ
し
条
中
川
市
二
偏
に
も
あ
る
追
加
予
詳
の
規
た
を
一
誌
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
〈
二
の
句
江
出
は
、
松
田
町
的

1

川
由

川
ハ
収
支
涼
同
ザ
ギ
ハ
特
一
一
究
費
川
三
京
課
徴
収
ス
ル
「
-
P
ヲ
符
を
一
軒
部
判
吟
一

植民地(i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

裁
世
」
に
よ
?
ゐ
地
方
税
の
達
引
を
慢
な
与
も
の
ご
あ
り
、
現
行
法
に
対
し
て
よ
凡
さ
な
惚
L
L
な
Z
も
の
と
き
え

k

つ
れ
る

律
令
突
い
γ
内
務
有
と
よ
仏
同
省
の
今
月
番
青
ヰ
受
け
て
L
芯
た
め
、

も
し
大
蔵
省
案
守
山
川
町
砧
が
な
け
一
れ
ば
、
「
i
八一州

セ
」
ム
リ
ト
昨
同

H
W
一
け
問
、

お
わ
ノ
ヰ
b

礼
1

シ
テ
内
務
官
人
ム
リ
夜
十
山
氾
ア
ン
ム
ル
」

F7/一
は
良
い
と
さ
え
て
主
句
、

に
品
目
下
、
成
サ
る
u
m
f
Jわ
併
せ

て
後
続
民
政
ド
ピ
戸
い
1
t
c
f

ぷ〕

こ
の
た
山
内
吉
宗
い
V
4
1
γ
J
て
後
藤
民
政
長
目
は
次
の

-2ζ
山HU
克
を
十
戸
明
し
た
こ
へ
弓

〔
地
方
刊
仇
)
凱
則
改
日
ノ
引
ト
八
此
省
本
三
一
ア
三
支
ト
シ
白
(
泊
条
第
一
一
項
)

出
ノ
八
束
前
削
除
λ

ル
卜
よ
ハ
玄
の
第
一
現
一
一
叫
ん
子

ハ
(
万
一
十
じ
M

l
守
ヘ
ラ
レ
布
、
ル
コ
ソ
以
一
フ
サ
ハ
筏
必
市
山
、
五
行
l
L
ノ

(
…
担
松
下
編
削
岩
砕
)

〔
安
川
弔
)
】
ブ
烹
ス
ル
下
実
ノ
バ
リ
ユ
シ
タ
ル
場

合
ニ
レ
寸
リ

(
迫
ー
ア
ル
白
川
河
ヲ
削
制
ム
ウ
ス
ル
能
ハ
サ
ル
ニ
千
ル
ヤ
ニ
惇
ハ
ル
県
、
ン
プ
然
凡
ト
主
ハ
人
二
乗
す

v
J

ロ
ノ
生
ス
ル
J

ノ
幻
テ
且
寸
前

担
、
ー
ン
テ
γ

庁
ノ
条
ー
ん
ヲ
川
へ
↑
ブ
レ
ノ
コ
ヘ
i

弓ノ担アム

F
M
M
H
以
外
二
パ
ユ
シ
タ
ル
必
烹
/
費
用
ハ
前
一
間
f

ノ
引
以
一
一
抗
一
ヌ
ス
リ
d
切
羽
算
ヲ
一
編一

制タマノパルコ
L
J

ヴ
科
)
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ヘ
仇
議
は

第
/
ソ
主
治
二
主
的
削
除
に
は
以
対
し
た

後
日
擦
は
「
追
湖
沼
算
ヲ
制
変

一
一
比
大
山
州
省
d

ょ
に
育
成

υ
つ
つ

で
認
、
る
ν

い
う
条
丈
千
加
〉
仁
ょ
う
と
1
7
L

に
内
河
ら
日
市
の
リ
伶
』
を

E
リ
な
が
ら

地
方
税
足
以
に
お
け
y
M

船主
υ
析
の

「
け
叶
市
石
川
三

k

こ
で
は

ゃ
ん
Y

J

で
、
色
村
め
工
う
こ
い
へ
伎
践
の
紅
い
い
ん
明
白
に
叶
一
山
み
以
れ
る
。

し
か
し
、
ぞ
の

刊

V

M
W
け
」
円
れ
た

U

)
の
人
蕊
ぃ
利
率
は
ほ
礁
に
業
り
上
げ
た
ο

の
一
五
慨
が

人
じ
」
L

筏
ycr町、

絞
干
物
川
氏
改
長
J

巨
に
1rλ

土
芯
割
反
川
、
校

人
政
省
宋
に
対
し
亡
「
森
田
求
矩
七
ス
f
h

得
巳
松
符
問

τ
ヨリ
F

f

パ一一成
λ
八
位
二
取
組
メ
川
一
切
依
松
一
す
る
事
能
川
に
党
反

L
て
い
た
り
て
あ
る
。
内
務
常
総
務
部
ム
口
比
課
A

森
出
L
d
l
刊
が
ム
ヘ
ι
判
官
案
に
ぱ
対
ld
た
の
で
あ
る
コ
こ
の
事
曜
を
打
開
tF
る
た
め
に
、

児
ギ
総
替
の
依
烹
γ
一
恭
づ
員
削
田
川
山
岳
山
助
犬
“
戚
ト
ヘ
ロ
は
附
同
出
町
一

れ
に
与
す
を
起

1

川
や
さ
什
た
〈

つ
ま
り
、

一f
人
政
大
内
ノ
ヘ
叩
吋
づ
承
ケ
ん
ノ
高

ム
忙
判
決
」
さ
れ
た
も
の
は
、

人
民
営
ノ
議
決
一
七
、
/
深
川
J
d
u

承
若

c
リ
佑
一
ア
仰
異
議
ナ
ア
ハ
山
J1-
ナ
引
快
へ
提
出
ス
ヘ
シ
」
J
間
耐
が
法

べ
て
い
る
人
煎

'6E一
内
務
省
以
々
の
凡
苫
γ
町
一
得
;
に
院
尽
う
新
た
に
起
釘
ー
し
た
実
(
以

l
、
限
保
改
三
索
〉

い、

1
4一
ム
ノ
胞
胃
」
を

火
の
よ
、
つ
に
述
べ
て
い
も

戸、

(汚
ζゴ
ノ

~í 
悩
ノ

一
分
チ
は
域
内
一
戸
前
山
一
「
以
ぇ
ヲ
ナ
ン
此
レ
ヲ
以
ア
地
方
弘
ノ
工
体
ト
斗
シ
其
管
問
点
日
ヴ
総
日
以
ド
ト

1

ナノス

そ
J

て
、
問
屋
改
川
支
の
山
菜
士
は
つ
い
志
一
の
よ
入
な
も
の
で
あ
る
〉

Lイふ

地
方
ノ
宇
一
材
ヲ
込
山
岬
ス
ル
為
地
方
代

Rvw合
ヲ
b
M
ク

クん
ノp

地
方
公
約
台
ケ
一
μ
汚
松
守
之
弓
処
坪
ス

訂}

A
K
4
ヲ
民
川
巾

条
{
殺
下
ク
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約
二
条
及
的

b
条
弓
削
除
ス

{
ソ
心
ハ
律
令
一
ご
y
定
ム
ル
ロ
'
要
セ
ス

H
ソ
ノ
法
え
/
企
キ
ト
h
d
悶
禁
斗
比
古
内
ナ
い
j

)

約
九
条
州
市
一
条
第
一
九
八
ハ
総
督
出
交
交
ノ
持
一

治

条

7
下
山
ノ
沼
改
ム
ヘ
〕
治
九
糸
ヤ

J

什
l

費
地
方
税
同
/
川
バ
チ
支
弁
ス
へ
お
九
祉
法
ノ
玲
鼻
及
川
川
ト

M
W収
入
ノ
一
掬
葬
ハ
タ
J

地
ん
守
、
新
日
毎

一P
U
汗
時
一
一
口
(
一
十
円
摂
j
f乙
コ
ソ
編
製
ス
ヘ
、
ン

J

川

条

前

む
追
い

ι珠
算
ハ
法
令
守
待
タ
ス
当
然
出
米
ル
7

ト
依
-
一
守
削
除

flvri 

k

j

 

条
弓
左
ノ
通
リ
改
ム

訂}

U
限
リ
勾
へ
日
一
川
ム
マ
出
出
新
ノ
計
宵
害
ヲ
罰
製
シ
各
地
方
顎
組
合
一
一
決
ノ
斤
ヲ
九
ス
ヘ
、
ン

条山
#
7
H
i

七
月
一
十

植民地{i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

州中
l

f
ハ
条
此
規
則
一
{
疋
ム
ル
そ
ノ
ノ
外
ノ
下
一
一

ヘ
地
方
向
計
一
組
合
一
一
同
ス
ル
規
'
疋
〆

月
ノ
加
ワ

同
]
円
改
l

実
の
へ
一
体
ム
ニ
且
/
¥
事
要
な
か
九
人
文
は
第
条
で
あ
ふ
、
同
日
改
ぜ
市
は
、
宗
一
条
を
も
内
て
次
の
間
握
手
一
餅
は
〕
ト
で
つ
ト
y
-
ν

条
第
一
一
羽
の
規
定
か
ら
、

九州

uh
漆
が
拘
る
μ
同
抗
予
L
H
Y

の
脱
た
は
「
法
ム
丁
一
プ
待
タ
ス
中
J

技
、
出
仁
ル
?
卜
伴
-

J

寸
削
除

v
y

さ
れ
た
の
で
あ
る
、
判cn 

山手リリ日!人以

J 

J_ 、

つ
は
、

M
m
w
官
府
の
律
令
改
了
l

一
玉
、
が
特
別
余
計
は
ー
と
妖
触
寸
る
同
注
で
あ
る
に
ぬ
れ
の
地
点
賀
組

A
E
刊
る
こ
と
に
よ
り
、
ぞ
れ

ゃ
「
沿
ト
々
が
叫
ノ
ギ
体
」

に
「
る
ん
f

ぃ
、
つ
ご
と
と

叫
首
相
巨
特
別
会
計
/
一
別
に
地
方
説
会
計
一
や
は
け
る
こ
い
う
の
が
開
度
主
王
後
一
ω加
皆
で

トめつ弘司
J』

つ
は
、
校
蕊
が
U
U
M
判
子
詳
の
規
定
に
拘
っ

f
問
訟
で
あ
る
バ
均
万
費
粧
台
の
信
辺
は
ワ
ー
ヂ
訟
判
υ
で
あ
る
?
こ
い
う
治

以
上
か
ら
、
羽
豆
改
正
案
は
、
台
汚
〈
手
一
口
問
を
つ
力
出
汀
税
区
岐
に
す
る
か
、

ロナ
J

の
μ

犯
行
刈
税
U

い
峨
い
す
ゐ
カ
レ
一
い
う
河
川
出
y
一
、
総

村
山
内
の
「
U
H
巾
裁
量
こ
に
よ
る
地
ん
柏
戸
山
地
を
ど
の
上
下
つ
に
従
来

t
交
わ
ら
ず
粧
科
で
さ
ん
引
の
か
と
い
う
問
題
幸
一
気
に
鮮
仇
し
k
う

ーと?レム
h
f
b
りや、公的

bh-

そ
し
て
屯
誌
の
末
尾
に

一
立

U
の
そ
れ
と
同
じ
ょ
っ
に
、
一
組
合
ノ
詳
H

理
苫
ハ
F

日
湾
総
ト
廿
ナ
ル
以
-
ハ

カ
ル
ヘ
ー



兎
込

f

ぃ
、
っ
悶
屋
改
立
主
に
対
す
る
川
山
山
寸
総
一
匿
の
目
立
特
J
V
付
さ
れ
る

f

苓
一
九
日
、
u
k
u
添
民
政
長
J
U
は
詮
方
公
M
m
八
川
の
設
国
に
U

付
す
る
以
対
意
見
人
々
一
炉
判
定
J
た

υ

後
蕊
は
、
「
い

hu費
軒
九
円
ヲ
ん
以
ク
ル
京
一

は
「
実
際
の
連
崩
一
一
長
支
ヲ
生
エ
ギ
ハ
際
共
十
人
ブ
ェ
一
-
代
}
一
逆
爪
セ
ン
ト
い
に
パ
九
ク
冶
い
れ
作
一
…
宇
一
ノ
ヰ
ノ
ト
ナ
リ
F
F話
ノ
縮
製
試
行

l
f数ロノ

柄
引
ス
二
週
キ
一
な
い
も
の
だ
し
い
う
理
由
で
、
「
伺
主
ン
川
砕
シ
と
反
対
し
人
J
の
で
あ
る
。
佼
恋
は
あ
く
ま
と
M
h
税
還

μ
に
お
け
ゐ

総
い
白
山
川
の
U
H
巾
度

γ
仕
3

亡
い
た
の
で
あ
る
n

三一、〉二、

I
j
L
Y
 

後
日
牒
は
「
大
h
M
山
マ
口
市
列
車
ハ
森
川
平
対
じ
で
ス
ト
ハ
俳
何
ナ
凡
珂
雨
ナ
リ
ヤ
一
と
山
地

1

1
八
議
吉
宗
ノ
山
崎
川
内
務
官
ノ
同
志
↓

7
4
一
め
る
よ
う
、
河
屋
ト
折
一
出
し
た
の
で
あ

後
藤
の
反
川
意
見
に
対
し
f

、

不
-

C
日
午
前
八
吋
、
閉
向
]
開
一
が
え
r

ら
に
一
許
し
い
統
仏
ギ
」
打
電
[
ん
J
地
主
費
削
杭
合
成
晋
の
引
出
に
つ
い

て
次
の
上
、
今
に
一
計
一
則
さ
れ
て
い
る

地
Lμ

矧
什
ヲ
設
ラ
ル
川
特
別
会
計
伝
k

ノ
抵
触
ヲ
設
ク
ル
為
ニ
シ
テ
州
叫
ん
い
/
数
寺
担
他

切
ノ
規
疋
ハ
総
山
百
二
一
ヱ
バ
メ
得
ル
モ
ノ

一
テ
判
ニ
組
九
円
等
ロ
ノ
設
庁
ノ
渇
ぷ
d
F
L川
サ
、
ノ
ム
ル
一
二
作
ブ
ス
中
ご
池
小
h
N
皆
(
ノ

ご
ソ
キ
地
!
h
u
E
J
U
制
改
正
前
ト
大

f
i
L
T禄
ス
ー
か

自J

地
J
H
川
習
い
釈
げ
の
一
一
ν何
回
は
、
特
別
会
計
法
と
抵
触

L
主
い

P

ご
、
に
h
的
が
あ
う
た
、
品
川
方
衰
組
合
内
部
ド
お
い
て
地
h
衰
の
収
支
が
九
一
を

W
M
一
号
"
さ
ぜ
る
も
の
と
は
主
い
っ
ま
た
、

ぬ

υ資
材
相
台
設
商
い
か
「
J
r
R
の
編
製
執
行
ト
手
数
ヲ
川
明
ス
に
通
じ
な
い
ど
い
う
後
藤
の
音
戸
川

に
刻

L
亡
、
刈
隔
は
、

-w宮
市
一
立
、
ン
早
小
便
ト
シ
テ
比
対
ス
ル
「
7
r
南
年
一

ー
あ
る
と
叫
べ
て
い
川
る
川
さ
ら
に
、
二
円
長
は
「
大
山

ム
八
日
ノ

ご
あ
り
、
山
川
公
明
古
の
一
森
川
モ
M
U
H
c
一

L
C
川
る
ん
同
符
も
(
前
?
本
ヨ
リ
此
皮
ノ
地
方
賞
組
ム
!
?
モ
ワ
刊
し
f

一し、

村
パ
ヨ
リ
モ
犬
凶
ー
へ
川
同
)
取
ァ
:
メ
テ
依
教
わ
一
ル
一

{
y
キ
尚
前
宗
一
工
七
ド
ル
マ
一
ト
ハ
間
川
雑
!
ブ
ル
ヘ
ン
」
l
L
J
h
述
べ
ら
れ
(
に
い
る
c
以
の
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L
A
O

、つに

山
首
相
口
市
の
律
令
改
正
案
は
完
全
心
メ
二
比
さ
れ
て
お
h

間
足
改
正
案
が
+
八
弊
荷
山
め
る
に
引
ペ
デ
人
の

「
I
q
u犬
一
旦
ノ
案

お

〉

}

一

げ
に
」
ぷ
フ
《

一一(〉

l
午
段

五
分
、
f

p

山
小
の
胡
思
芯
様
に
対

υ

て
後
捺
い
ん
返

E
L
た
、
民
践
は
、

に
つ
い
ィ
、
、
「
y
i相

P守

「
川
地
中
方
衰
組
合
ノ
作
一

百
ノ
通
Jhfuμ

決
M
H
Y

ハ
川
紘
一
ア
総
白
川
リ
二
信
ア
ハ
沖
~
J
試
却
後
収
工
一
流
ス
コ
ト
な
ら
ば
、
「
手
数
7
憎
ス
丈
一
ど
あ
る
と
、
調
長
花
存
認
の

住
民
を
一
ボ
L
h
J
n

一

}
ツ庁、。

v

立
吊
ニ
ハ
芸
文
十
坪
ニ
ツ
ユ
改
J
r
r
禾
ノ
第
九
条
卜
佑
二
条
ノ
冒
頭
二
台
湾
総
白
市
川
ノ
立
宇
ヲ

p

↓
一
一
、

丈
丈
ー

加
ヘ
ラ
ル
レ
パ

M
4
ス
ヘ

と
、
役

i

膝
が
最
後
の
一
民
引
を
試
み
た

f

し
か
し
、
没
燥
の

j)i: 
Rし

も

一
一
日
午
前
の
壬
忠
市
却
に
よ
っ
て
あ
ワ
さ
り
と
計
一
ん
さ
れ
ん

J

出
[
民
は
、
地
方
由
貿
組
合
的
民
理
苫

植民地(i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

第
九
μ
来
日
弔

主
ご
T

明
丈
ヲ
日
ク
ヲ
叫
」
せ
J
q

か
っ

一
之
ヲ
山
明
ヶ
、
弘
子
ハ
L
Z
吠
ヘ
川
口
ノ
ペ
ス
大
一
凶
ィ
ー

じ
ふ
品
ス
ロ
九
!
?
っ
は

及
み
同
モ

f
L
7
出
血
ク
ヲ
ム
小
川
町
と
説
明
し
て
い
る
関
川
町
利
引
も
一
第
一
条
ア
ル
以
上
ハ
川
町
成

γ
、h
A川
総
菅
又
ハ
池
ん
長
官
)

条
と
ι一
帯
十
九
条
を
削
除
す
る
こ
と
も
付

R
さ
れ
て
い

ノ

tr入
市
ア

ヲ
削
除
ス
ル
ヲ
川
町
1

佐
川
「
る
t
/
一
応
べ
て
い
る

ま
た
、
現
行
ム
μ
の
信

弁
川
忠
4
J
スげ一一行
j
f

阪
蒋
は
、
同
円
仲
徐
に
ー
地
!
ハ
リ
税
ノ
件
阿
君
ス
」
)
限
孟
に
汀
況
下
ν
たハ

こ
の
悶
尽
改
京
は
、
四
月
二
一
一
今
[
に
内
筏
省
に
大
蔵

LZ苓
こ

位

刻
局
の
高
品
γ
令
果
に
つ
い
亡
、
い
叫
ん
か
抗
反
則
ハ
ぶ
リ
法
引
い
同
一
-
「
時
宗
一
刈
筏
ト
ヘ
蔵
ト
モ
ス
ベ
ブ
司
志
一
1

ノ
)
訓
告
口
さ
れ
し
い
る
つ

F

」の

で
ー
ト
式
に
桜
出
さ
れ
、
そ
の
佼
法
制
同
に
阿
付
さ
れ
た

J

法

州
市
奇
に
お
い
て
、
問
医
改
正
案
円
抱
ん
衰
祁
八
円
一
と
い
う
丈
一
口
が

1

地
方
京
区
に
芳
一
史
さ
れ
、
施

f
Aつ
皮
も
明
治
一
ハ
庁
と
さ
れ

た
ぺ
こ
れ
ら
の
変
更
円
一
一
か
主
の
「
い
よ
で
し
な
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
し
は

「j

咋一

i
f長
ハ
前
一
通
ト
判
官
味
一
て
ア
文
字
マ
改
メ
タ
ペ
ノ
条
主

マ
削
除
セ
シ
モ
ノ
ハ
其
似
ト
ナ
ン
税
ニ
絞
弓
為
サ
ズ
一
と
い
う
制
報

u
の
叙
述
か
ら

ι~、
り
く
法
試
「
河
に
U
U
H
さ
れ
h
v

刊
川
町
の
段
斡

む
な
去
れ
た
と
杵
£
で
き
る
の

以
円
ん
て
き
た
よ
、
つ
に
、
大
夜
十
ヘ
比
の
依
頼
に
よ
っ
て
旭
市
メ
れ
た
問
医
改
正
宗
が
一
九
コ
二
午
!
八
月
一
一
/
ノ
円
作
令
弟
川
r

J

1

即日出 心う
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年
律
令
白
川

日
本
~
川
、
い
て
会
活
旬
、

f
t
H甘
v

台
湾
地
ト

h
d

引
規
則
市
左
/
一
泊
改
正
一
人

の
原
型
ど
ん
が
う
た
〉
抗
生
方
出
世
川
市
は
、
地
税
付
加
校
、

維
持
伝
1
f

い
へ
村
方
税
を
¥
成
人
1

f

t

払

m
u
f
n
u目
、
韮
一
昌
司
小
費
、
十
八
…
費
、
教
育
官
、
位
、
一
去
費
、
討
議
官
、
数
百
持
、
}
恥
日
門
経
費
、
治

方
桜
町
川
被
安
と
い
ろ
地
ト
刀
統
治
に
必
要
と
す
る
安
巨
会
歳
出
と
レ
て
苅
定
さ
れ
と

r

そ
の
f
いめ、

L
〉
日
、

7
L
E
f
 
k
b
之
Y

J

t

まよ
l
υ
4
1
l
k

「
山
山
方

税
将
済
ハ
事
山
元
[
二
於
う
ル
法
人
卜
認
メ
処
理
ス
ル
モ
ノ
レ
し
て
文
ノ
法
ヘ
名
ハ
怜
明
治
心
安
い
第

川
崎
寸
費
目
佐
川
計
一
抱
-M
受
択

i
ス
一
色
い
、
つ
ご
と
を
z
日
ら
t
f
L
R

す
る
も
の
が
あ
り

し
か
し
、
こ
の
地
方
交
区
の
収
支
を
ぷ
生
-7
る
の
ほ
湾
が
円
以
け
h

れ
f
よ
ね
ら

11
地
方
賛
区
の
古
川
叫
は
す
べ
て
台
湾
総
督
に
印
凡
さ
れ

一
、
い
た
占
に
げ
は

L
な
げ
れ
ば
な
円
な
い
し
こ
の
内
d

に
つ
い
て
、

一
克
白
川
山
花
雷
除
川
匂
怖
の
東
郷
申
た
と
佐
蕊
四
郎
が
き
昔
の

J
J

一口
J

バ
柿
一
九

か℃
4
1丙
忠

市

九

に
い
円
し
て
、
一
合
法
地
ワ
税
財
政
は

ι

一
号
司
は
地
I
M
税
と
ア
ハ
ふ
も
安
武
は
総
れ
コ
府
中
央
軍
格
の
Hm
般
の
L

に
立
叩
r

す
る
も
の

で
あ
る
と
指
摘
し
た
、
つ
え
ご
、
次
の
よ
ろ
に
山
地
べ
ご
い

台
湾
地
九
九
仰
心
山
川
は
p
h

々
也
前
ム
古
川
円
高
賛
を
ま

ν

て
成
7
7
1

そ
の
行
似
及
び
決
算
仁
就
て
も
乍
71

同
れ
つ
つ
あ
る

悶
庫
会
1

川
市
よ
り
杭
一
足
費
f

?

で
少
な
ト
ら
ざ
る
収
入
を
仰
ぎ
な
が
り
、

ー
リ
地
方
況
に
収
入
せ
ら
れ
た
る
以
上
は
、

山町、収
E

は

円
斗
に

/
Y
F
F山
L
山川ハ
r
ム
杭
v十
昨
告
の
機
関
な
さ
の
み
な
ら
ず
、
帝
寸
-
一
昨
ム
A
1
7
ら
監
督
の
権
起
を
長
失
す
る
も
の
な
リ
っ
却
ち
九
円

湾
総
告
の
ム
湾
地
方
税
ト

L

一
い
へ
ん
げ
る
権
限
は
、
何
等
訓
源
す
べ
き
げ
h
h
V
す
べ
主
楼
閣
な
き
も
の
に
し
て
、
法
治
国
上
の

γ

八
紋
円
…

と
一
五
は
さ
ア
泊
、
へ
か
に
り
ず
っ

む
す
び

μ

代
え
て

jユ

』
ー
の
台
湾
地
ん
院
規
則
の

F

以
花
に
つ
い
て
、
総
督
町
の
律
令
FF起
干
一
早
と
本
hi
政
的
と

宇一件、占
Z
4
4「
て

九
ハ

J
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r

、
約
竹
山
引
叫
?
)
て
み
c
h
~

HK
佼
に
、
こ
れ
ま
む
述
べ
て
手
た
地
方
出
刊
j

M

込
制
賢
明
了
マ
へ
の
河
川
…
将
い
い
い
い
的
に
J
い
、
ま
と
め
て
お
J
L

ι
抗
告
加
山
は

主
つ
一
干
の
「
罵
県
置
丁
」
と
い
う
拾
万
一
行
及
川
引
授
の
改
萱
」
い
た
寸
一
心
し
て
、
た
ん
税
引
吹
町
一
民
式
的
改
肯
を
人
I

河
し

" 

η、
一
ど
は
、
総
督
府
と
p
八
日
政
府
と
の
協
議
過
程
に
お
い
て
、
ム
寸
法
〈
ム
局
手
々
つ
の
川
Mh-引
い
い
域
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も

。
庁
を
そ
れ
ぞ
れ
地
方
税
区
対
と
す
F

ぬ
の
か
と
い

7

泌
h

の
判
度
椛
判
引
い
が
と
仔
点
た
ご
レ
か
ら
も
石
取
で
き
る
つ

長
行
と
門
尾
悦
持
課
長
が
支
持
し
、
走
以
内
は
石
市
叩
参
事
行
長
が
よ
文
持
し
て
い
た
。
結
局
、
こ
の
ふ
川
の
一

c 

一
戸
い
の
律
令
仏
同
ー
す

に
よ
り
、

凶
川
バ
枚
程
山
け
の
叫
す
却
は
人
(
什
湾
総
苦
~
委
ね
る
こ
と
し
〈
別

K
Yお
れ
た
。

JL 

松
山
山
川
内
が
ヰ
杭
川
酌
に
地
方
税
周
到
の
改
止
に
取
り
机
ん
だ

F

山
む
に
み
た
ム
ロ
バ
全
貼

松
宮
吋
以
、

ハ
ー
い
人
り
、

植民地(i湾におhん 1:1;右手金[/山l寝苧人の注悼と 11的

を

つ

の

附

I
M
税
同
域
と
L
9
る
提
出
窓
を
律
令
改
正
抑
止
と
し
て
取
け
ま
と
め
た
r

そ
の
症
い
は
、
総
皆
川
の

亡
一
出
裁
口
市
に
よ
る
地
方

校
の
岬
一
周
を
企
同
4
る
と
こ
ろ
に
あ
勺
た
よ
E
U
わ
札
司
令

し
か

1
、
こ
の
総
雪
山
引
の
牢
乍
改

μ

実
に
川
村
し
て
が
凶
政
府
が
反
対
の
江
見

b

J
一切

υ

た
松
宮
府
ム
ゲ
地
方
税
の
王
体
に
す
る
改
ム
守
、
は
川
治
り
七
!
惚
行
の
人
九
日
法
特
別
会
計
、
氏
ト
y

抵
触
す
る
が
れ
が
ゐ
る
と
い
、
っ

の
が
大
成
む
反
μ円
以

Z
H

リ
凡
の
÷
似
で
あ
っ
た
込
町
、

十
八
歳
十
八
巨
か
ら
J
一
索
引
依
頼
ふ
受
け
た
川
同
月
給
普
府
大
f

ヰ
ム
「
は
、

特
別
会

J
ょべしし

の
状
触
を
砕
け
る
方
法
〆
7
コ、

の
地
ん
衣
料
J
け
を
は
筒
す
る
こ
い
う
内
科
の
£
一
や
新
た
に
い
起
子
L
K
J
こ
の
案
内
J

i+川刊、り

c
u律
令
第
潤
u
J

「
明
治
二
千
年
律
令
第

ノ
泊
伐
正
ス

ノ、

日

打開山小川心れどれ
Jφ

つ
ι
に

2
0
川
、
官
官
の
律
令
制
川
定
地
山
は
、
芝
川
口
一
一
一
市
会
内
円
啄
吐
い
れ
す
に
、
日
法
似
り
の
法
律
子
一
州
叫
ん
片
す
る
こ
ζ

が
で
き
る
強
J
P

凡
な
権
浪
で

あ
什
た
と
い
ろ
の
が
般
崎
必
河
川
併
で
あ
る
。

L
か
し
、

一
九
八
〉
二
町
抱
方
税
焼
則
改
リ
の
刊
疋
過
程
を
み
一
ゐ
と
、
律
令
の
材
'
疋
は
、

む
湾
総
骨
の
中
丸
、
千
住
(
ぺ
庁
、
法
八
九
ρ
内
分
野
に

t
り
し
他
の
開
明
日
時
古
川
も
が
入
し
し
い
た
ハ
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、

あ
く
ま
で
本
内
政

川
リ
と
台
湾
総
吾
と
の
湾
係
ト
お
い
{
、
市
、
あ
り
、

台
湾
統
治
に
お
け
る
合
的
特
J

自
の
専
引
一
件
を
ね
な
う
も
の
で
は
な
い
こ

2
は

V
つ
ま
で

も
な
い
c

午
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地
克
界
一
戸
劇
度
一
千
入
の
ド
ロ
JU
は

一
ホ
い
え
ば
、

L
U
湾
f
h
h
h
の

1

川
口
市
円
設
事
L

に
よ
る
地
1
J
引
の
湾
民
ご
い
一
つ
山
を
年
中
て
し
な
い
ρ

ら
、
特
別
会
ゴ
司
法
と
の
抗
触
一
今
皮
け

2

台
、
ど
に
あ
っ
予
防
う
費
斗
刻
府
内
入
は
、
あ
え
ま

ペ
叶
片
品
川
υ
?
の
攻
花
的
rhJ
郊
の

す
汁
物
き
あ
コ
ナ
)
川
日
万
公
共
事
業
の
費
出
ぃ
匂
ハ
犯
の
と
め
に
説
け
ら
れ
た
地
方
京
区
が

た
ャ
と
え
台
ぬ
に
お
け
る
泡
万
団
体
の
起
川
ど
し

ご
考
ぞ
り
れ
品
、
と
し
て
も
、
地
力
費
包
刊
度
U
T

伏
し
ぐ
植
民
地
住
民
の
七
め
に
な
け
ら
れ
た
ち
の
ご
は
な
か
っ
た
こ
と
は
本
稿
の
け
が

か
ら
点
川
リ
ト
fjカ
と
な
ろ
つ
れ
地
ク
出
R
M
己
の
下
甘
ハ
編
成
は
、
+
九
山
田
主
前
九
誌
の
抗
日
目
4
U
越
し
、

か
つ
ム
口
市
統
治
お
よ
び
開
発
に

H
出
に
魚
沼

む
き
る
予
算
を
低
保
し
上
う
、
y

了
一
ヲ
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